
日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます） ©宮城県・旭プロダクション

アニメ むすび丸

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、内容が変更または
中止となる可能性があります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風邪のような症状がある
場合は出掛けないなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。

相談内容 担当課室等 電話番号 受付時間

県
民
の
方
向
け

受診・相談センター

コールセンター 022（211）3883
022（211）2882　※多言語対応可 24時間対応

聴覚や言語に障害のある方専用

022（211）3192
sodan-corona@pref.miyagi.lg.jp

　（仙台市以外）
    sodan-corona@city.sendai.jp
　（仙台市）

月〜金 8:30〜17：15※

生活費の貸し付け 23ページをご覧ください
住居確保給付金（各市にお住まいの方） 市の自立相談支援窓口 各市の福祉事務所へお問い合わせください

住居確保給付金
（各町村にお住まいの方）

南部自立相談支援センター
仙南事務所 0224（51）8401

月〜金 9:30〜16:00※

南部自立相談支援センター
宮城黒川事務所 022（290）9961

北部自立相談支援センター
北部事務所 0229（25）4517

北部自立相談支援センター
東部・気仙沼事務所 0225（25）7607

ひとり親世帯臨時特別給付金
各市区町村児童扶養手当担当課 各市区町村にお問い合わせください
子ども・家庭支援課 022（211）2532 月〜金 8:30〜17：15※

労働相談　※事業者等の方もこちら

宮城労働局 雇用環境・均等室 022（299）8844　

月〜金 8:30〜17:15※
仙台労働基準監督署 022（299）9075
ハローワーク仙台 022（299）8811
県労働委員会事務局審査調整課 022（214）1450　

差別や誹謗中傷等でお困りの方の人権相談 13ページをご覧ください

こころの相談窓口
宮城県精神保健福祉センター（仙台市以外） 0229（23）0302 月〜金 9:00〜17:00※

仙台市精神保健福祉総合センター（仙台市） 022（265）2229 月〜金 10：00〜16：00※

助産師による妊産婦電話相談 宮城県助産師会 090（1060）2232 月・水・金 13:00〜19:00※

不審な電話・メールがあったときや
詐欺が疑われるとき

宮城県消費生活センター 022（261）5161 月〜金 9:00〜17:00※

土・日 9:00〜16:00※

警察相談電話 ＃9110
022（266）9110（ダイヤル回線・一部IP電話） 24時間対応

外国籍の方からの生活相談（多言語で対応） みやぎ外国人相談センター 022（275）9990 月〜金 9:00〜17:00※

寄附金の受け入れ
（新型コロナウイルス感染症対策寄附金） 消防課 022（211）2372 月〜金 8:30〜17:15※

事
業
者
等
の
方
向
け

医療機関・介護・障害事業者を対象とした 
慰労金・支援金（実績報告などの相談窓口）
※申請受付は終了しました

医療機関・薬局などの方 0570（087）758 月〜金 8:30〜17:00※

コールセンター開設期間
3月31日まで

介護サービス事業所などの方 0570（007）580
障害福祉サービス事業所などの方 0570（037）323

時短要請相談窓口 コールセンター 022（211）3540 9：00〜17：00

雇用調整助成金
宮城労働局職業対策課 022（299）8063 月〜金 10:00〜17:00※

管轄のハローワーク 各窓口へお問い合わせください 
コールセンター （0120）603999 9:00〜21:00

宮城県雇用維持交付金（国の雇用調整助成金
または緊急雇用安定助成金への上乗せ助成） 雇用対策課 022（797）4026 月〜金 8:30〜17：15※

中小企業者に対する金融支援 商工金融課 022（211）2744 月〜金 8:30〜17：15※

障害福祉施設向け相談窓口 宮城県看護協会 08０（1679）5164
miyakan.syougai@miyagi-kango.or.jp 月〜金 9:00〜17:00

事業者向け経営や資金繰り等に関する相談 中小企業支援室 022（211）2742

月〜金 8:30〜17：15※

中小企業向け専門家経営相談 公益財団法人みやぎ産業振興機構 022（225）6697
農業経営相談 農業振興課 022（211）2837
林業等経営相談 林業振興課 022（211）2912
漁業経営相談 水産業振興課 022（211）2935
水産加工業ワンストップ相談 水産業振興課 022（211）2931

各種相談窓口　※2月3日時点の内容のため、変更になる場合があります

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 宮城県新型コロナ
ウイルス感染症対
策サイトはこちら

※祝日を除く
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緊
急
小
口
資
金
な
ど
の
特
例
貸
付
の

受
付
は
3
月
末
日
ま
で

　
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
世
帯
に
対
し
て
、
緊
急
小
口
資

金
な
ど
の
特
例
貸
付
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
受
付
期
間
は
3
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
借
り
入
れ
を
ご
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
、

休
業
な
ど
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
あ
り
、
一

時
的
な
生
計
維
持
の
た
め
に
貸
し
付
け
を
必

要
と
す
る
世
帯
や
、
生
活
が
困
窮
し
日
常
生

活
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
世
帯

【
受
付
期
間
】3
月
31
日（
水
）ま
で

問
お
住
ま
い
の
市
町
村
社
会

　
福
祉
協
議
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

便
乗
し
た
犯
罪
被
害
に
注
意

　
県
内
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
に
便
乗
し
た
不
審
電
話
が
か

か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
被
害
に
遭
わ
な
い
た

め
に
は
、
犯
人
か
ら
の
電
話
を
直
接
受
け
な

い
環
境
づ
く
り
が
大
切
で
す
。

　
固
定
電
話
対
策
と
し
て
、
着
信
音
が
鳴
る

前
に「
こ
の
通
話
を
録
音
す
る
」旨
の
警
告

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流
れ
る
、
通
話
が
自
動
録
音

さ
れ
る
な
ど
の
迷
惑
電
話
防
止
機
能
を
有
す

る
機
器
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
電
話
を
受
け

て
し
ま
っ
て
も
一
人
で
判
断
せ
ず
に
、
い
っ

た
ん
電
話
を
切
っ
て
家
族
や
警
察
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

問
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課

☎
0
2
2（
2
2
1
）7
1
7
1

給
付
金
に
乗
じ
た
偽
メ
ー
ル
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

政
府
が
実
施
す
る
給
付
金
に
乗
じ
た
偽

メ
ー
ル
を
装
っ
て
不
正
な
サ
イ
ト
に
誘
導

し
、
個
人
情
報
を
盗
み
取
る
手
口
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
給
付
金
の
申
請
に
関
す
る
情
報
は
、
総
務

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

個
別
に
メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
不
審
メ
ー
ル
を
受

信
し
て
も
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
た
Ｕ

Ｒ
Ｌ
な
ど
に
は
接
続
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
給
付
金
に
関
す
る
不
審
メ
ー
ル
を
受
信
し

た
場
合
は
、
不
用
意
に
ア
ク
セ
ス
せ
ず
に
総

務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

問
警
察
本
部
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

☎
0
2
2（
2
2
1
）7
1
7
1

Ｗウ
ッ
ド

ｏｏ
ｄ・も
っ
と・み
や
ぎ

県
産
材
需
要
創
出
事
業

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に

よ
り
、
木
材
の
需
要
が
大
幅
に
低
迷
し
、
林

業
の
生
産
活
動
に
影
響
が
及
ん
で
い
ま
す
。

　
県
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
防
止
と
県
産
木
材
の
需
要
創
出
を
目
的

と
し
て
、
民
間
施
設
で
の
県
産
木
材
を
用
い

た
木
質
化
や
木
製
品
の
配
備
な
ど
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

対
飲
食
店
や
商
業
施
設
、
事
業
所
な
ど
を
営

業（
運
営
）を
す
る
者

【
対
象
施
設
】宮
城
県
内
に
所
在
し
、
不
特
定

多
数
の
県
民
の
方
が
利
用
す
る
店
舗
、
商
業

施
設
、
事
業
所
な
ど

【
補
助
金
額
】補
助
対
象
経
費
の
４
分
の
３
以

内（
上
限
1
5
0
万
円
）※
1
件
当
た
り
の
事

業
費
が
50
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。

【
補
助
要
件
】木
材
使
用
量
の
50
％
以
上
に
宮

城
県
産
木
材
を
使
用
す
る
こ
と

【
対
象
経
費
】木
質
化
や
木
製
品
の
配
備
な
ど

に
要
す
る
経
費（
材
料
費
、
木
工
事
費
、
加

工
費
、
運
搬
費
な
ど
）

【
補
助
件
数
】1
0
0
件
程
度（
応
募
件
数
が

予
算
の
上
限
に
達
し
次
第
、
受
付
終
了
と
な

り
ま
す
）

【
申
請
期
限
】3
月
15
日（
月
）

【
申
込
先
】宮
城
県
建
築
士
事
務
所
協
会　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
2
―40

☎
0
2
2（
2
2
3
）7
3
3
0

0
2
2（
2
2
3
）7
3
1
9

jim
ukyoku@
m
iyajikyo.com

問
林
業
振
興
課

☎
0
2
2（
2
1
1
）2
9
1
2

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます） ©宮城県・旭プロダクション

アニメ むすび丸

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、内容が変更または
中止となる可能性があります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風邪のような症状がある
場合は出掛けないなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者や県民のみな
さんが利用可能な支援を、県と国の制度の中から検索できる「宮城県 
新型コロナウイルス感染症 対策ナビ」を公開しています。

支援ナビ新型コロナ
必要な人に必要な情報を

特設サイトは
こちらから

協力：株式会社アスコエパートナーズ

宮城県　支援ナビ検索

みやぎ県政だより 令和3年3月・4月号23



被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

（
東
日
本
台
風
災
害
関
連
）

　
東
日
本
台
風
災
害
に
よ
り
生
活
基
盤
に
著

し
い
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
支
援
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

対
全
壊
、
大
規
模
半
壊
世
帯
な
ど（
※
基
礎

支
援
金
の
み
対
象
市
町
は
角
田
市
、大
崎
市
、

柴
田
町
、
丸
森
町
）

【
支
給
額
】基
礎
支
援
金
：
全
壊
な
ど

１
０
０
万
円
、
大
規
模
半
壊
50
万
円

加
算
支
援
金：建
設・購
入
２
０
０
万
円
、
修

繕
１
０
０
万
円
、
賃
貸（
公
営
住
宅
は
除
く
）

50
万
円

※
世
帯
の
人
数
が
１
人
の
場
合
、
右
記
の
４

分
の
３
の
支
給
額
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

基
礎
支
援
金：令
和
３
年
11
月
11
日

加
算
支
援
金：令
和
４
年
11
月
11
日

【
申
請
窓
口
】被
災
当
時
お
住
ま
い
の
市
町
村

の
被
災
者
支
援
担
当
課
な
ど

問
各
市
町
村
被
災
者
支
援
担
当
課

問
消
防
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
７
２

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

（
東
日
本
大
震
災
関
連
）

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
が
全
壊
す
る

な
ど
、
生
活
基
盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た

世
帯
に
支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
基
礎
支
援
金
を
受
給
し
た
方

※
既
に
加
算
支
援
金
を
受
給
さ
れ
た
方
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

【
対
象
市
町
】仙
台
市
、
石
巻
市
、
塩
竈
市
、

気
仙
沼
市
、
多
賀
城
市
、
東
松
島
市
、
七
ヶ

浜
町
、
女
川
町
、
南
三
陸
町

【
支
給
額
】建
設
・
購
入
２
０
０
万
円
、
補
修

１
０
０
万
円
、
賃
借（
公
営
住
宅
は
除
く
）

50
万
円

※
世
帯
の
人
数
が
１
人
の
場
合
、
支
給
額
が

４
分
の
３
と
な
り
ま
す
。

申
４
月
10
日
ま
で（
最
終
期
限
）

※
基
礎
支
援
金
お
よ
び
対
象
市
町
以
外
の
加

算
支
援
金
の
申
請
期
間
は
終
了
し
ま
し
た
。

【
申
請
窓
口
】基
礎
支
援
金
を
申
請
し
た
市
町

の
被
災
者
支
援
担
当
課
な
ど

問
各
市
町
村
被
災
者
支
援
担
当
課

問
消
防
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
７
２

寄
附
金・義
援
金・

こ
ど
も
育
英
募
金
の
受
け
入
れ

　
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
東
日
本
台
風
に
よ

る
災
害
に
関
す
る
寄
付
金
の
受
け
入
れ
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
温
か
い
ご
支
援
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
東
日
本
大
震
災
】

①
宮
城
県
災
害
復
興
寄
付
金
、
②
災
害
義
援

金
、
③
み
や
ぎ
こ
ど
も
育
英
募
金

【
東
日
本
台
風
災
害
】

①
災
害
復
興
寄
付
金
、
②
災
害
義
援
金

【
使
途
】①
県
内
の
災
害
復
旧
・
復
興
事
業
の

実
施
、
②
被
災
者
に
対
す
る
生
活
支
援
、

③
震
災
孤
児
な
ど
の
支
援

【
受
付
期
間
】ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
①
消
防
課

☎
0
2
2（
2
1
1
）2
3
7
2

問
②
社
会
福
祉
課

☎
0
2
2（
2
1
1
）2
5
1
6

問
③
教
育
庁
総
務
課

☎
0
2
2（
2
1
1
）3
6
1
3

自
動
車
税
種
別
割・自
動
車
税

環
境
性
能
割
な
ど
の
非
課
税
措
置

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
自
動
車

の
所
有
者
で
あ
っ
た
方
が
、
被
災
自
動
車
を

抹
消
登
録
な
ど
し
て
代
替
自
動
車
を
取
得
す

る
場
合
、
被
災
自
動
車
１
台
に
つ
き
代
替
自

動
車
１
台
の
自
動
車
税
種
別
割
・
自
動
車
税

環
境
性
能
割（
ま
た
は
軽
自
動
車
税
環
境
性

能
割
）が
非
課
税
と
な
る
税
制
措
置
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
措
置
の
自
動
車
の
取
得

期
限
は
、
い
ず
れ
も
令
和
３
年
３
月
31
日
ま

で
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
動
車
税
種
別
割
は
代
替
自
動
車

を
取
得
し
た
年
度
と
そ
の
次
の
年
度
が
非
課

税
と
な
り
ま
す
。（
例
･
令
和
２
年
度
に
取

得
し
た
場
合
は
令
和
３
年
度
ま
で
）

問
各
県
税
事
務
所

問
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
６

住
宅
再
建
支
援
事
業

（
二
重
ロ
ー
ン
対
策
）

　
次
の
①
～
③
全
て
の
条
件
を
満
た
す
方
を

対
象
に
、
既
存
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
か
か
る
５

年
間
の
利
子
相
当
額（
上
限
50
万
円
）を
補
助

し
ま
す
。

【
条
件
】①
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
自
ら
居
住

し
て
い
た
住
宅（
県
内
に
限
る
）に
被
害
を
受

け
た
方

②
①
の
被
災
し
た
住
宅
に
５
０
０
万
円
以
上

の
既
存
住
宅
ロ
ー
ン
を
有
す
る
方（
新
た
な

住
宅
ロ
ー
ン
を
契
約
し
た
前
月
末
時
点
）

③
新
た
に
５
０
０
万
円
以
上
の
住
宅
ロ
ー
ン

を
組
ん
で
県
内
に
住
宅
を
再
建（
補
修
を
含

む
）す
る
方

【
申
請
期
限
】３
月
31
日（
水
）（
最
終
期
限
）本

事
業
が
間
も
な
く
終
了
し
ま
す
の
で
、
お
手

続
を
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

問
住
宅
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
２
５
６

不
動
産
取
得
税
の
減
免

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
･
損
壊
し
た
家

屋
･
敷
地
の
所
有
者
な
ど
が
、
こ
れ
ら
に
代
わ

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
家
屋
･
土
地
を
令
和
３

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
場
合
に

は
、
震
災
に
よ
り
滅
失
･
損
壊
し
た
家
屋
の
床

面
積
相
当
分
･
被
災
家
屋
の
敷
地
の
面
積
相
当

分
を
差
し
引
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
取
得
期
限
は
、
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で

延
長
予
定
で
す
。

問
各
県
税
事
務
所

問
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
4

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
に
よ
る

震
災
復
興・被
災
者
支
援
事
業
の
補
助

【
絆
力
を
活
か
し
た
震
災
復
興
支
援
事
業
】

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
が
行
う
、「
健
康・生
活
支

援
に
向
け
た
取
り
組
み
」や「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

東
日
本
台
風
災
害・東
日
本

大
震
災
に
関
す
る
お
知
ら
せ

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます） ©宮城県・旭プロダクション

アニメ むすび丸

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、内容が変更または
中止となる可能性があります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風邪のような症状がある
場合は出掛けないなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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形
成
」な
ど
の
復
興・被
災
者
支
援
事
業
に
対

し
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

【
心
の
復
興
支
援
事
業
】東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
が
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
や
生
き
が
い

を
持
つ
た
め
の
継
続
的
な
取
り
組
み
に
対

し
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

申
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
共
同
参
画
社
会
推
進
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
７
６

小・中
学
生
保
護
者
へ
の

就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
な
小
・

中
学
生
の
保
護
者
の
方
は
、
学
校
教
育
法
の

規
定
に
基
づ
き
就
学
援
助（
学
用
品
費・給
食

費
な
ど
）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
被
災（
東
日
本
大
震
災・東
日
本
台

風
）に
よ
り
、
就
学
困
難
と
な
っ
た
児
童
生

徒
の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
就
学
支
援
制
度

も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
住
ま
い
の

市
町
村
教
育
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
各
市
町
村
教
育
委
員
会

問
県
義
務
教
育
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
６
４
２

知
事
公
館
の
貸
し
出
し

　

知
事
が
賓
客
の
お
も
て
な
し
な
ど
に
使
用

し
て
い
る
知
事
公
館
を
貸
し
出
し
ま
す（
要
予

約
）。

所
仙
台
市
青
葉
区
広
瀬
町
5
―43

対
結
婚
式
や
食
事
会
な
ど（
営
利
目
的
、政
治・

宗
教
活
動
、
弔
事
な
ど
は
不
可
）

日
年
末
年
始
を
除
く
土
曜
日
・
日
曜
日
午
前
９

時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
の
う
ち
7
時
間
30
分

以
内

費
洋
室
Ａ
半
日
当
た
り
３
５
８
０
円
な
ど（
光

熱
水
費
別
途
）　

　

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
秘
書
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
２
１
２

住
宅
の
耐
震
化
に
関
す
る
補
助
金

　
多
く
の
市
町
村
で
耐
震
改
修
補
助
金
が
最

大
で
約
１
０
０
万
円
受
け
ら
れ
ま
す
。
補
助

を
受
け
て
、
地
震
に
強
い
住
宅
に
改
修
し
ま

し
ょ
う
。

【
補
助
対
象
】昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
て
ら

れ
た
木
造
戸
建
て
住
宅

【
補
助
金
額
な
ど
】①
耐
震
診
断
：
自
己
負
担

額
８
４
０
０
円（
仙
台
市
は
１
万
７
６
０
０

円
）、
②
耐
震
改
修
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど：補
助

金
額
最
大
約
１
０
０
万
円

※
各
補
助
金
額
は
、市
町
村
や
住
宅
の
規
模
、

工
事
金
額
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。ま
た
、

募
集
期
間
も
市
町
村
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

問
耐
震
リ
フ
ォ
ー
ム
相
談
所（
宮
城
県
建
築

士
事
務
所
協
会
内
）

☎
０
２
２（
２
２
３
）７
３
３
０

問
市
町
村
担
当
窓
口

問
建
築
宅
地
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
２
４
５

旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほ

護
ご

法
ほう

による優
ゆう

生
せい

手
しゅ

術
じゅつ

などを受
う

けた方
かた

へ

対
たい

象
しょう

となる方
かた

は、お住
す

まいの都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

の窓
まど

口
ぐち

に請
せい

求
きゅう

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

してください。郵
ゆう

送
そう

による提
てい

出
しゅつ

も可
か

能
のう

です。

詳
くわ

しくは厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう

省
しょう

ホームページをご覧
らん

ください。 厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう

省
しょう

　旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほ

護
ご

法
ほう

一
いち

時
じ

金
きん

市町の追悼式・慰霊祭

「旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほ

護
ご

法
ほう

一
いち

時
じ

金
きん

支
し

給
きゅう

法
ほう

」に基
もと

づき、 国
くに

では、優
ゆ う

生
せ い

手
し ゅ

術
じゅつ

などを受
う

けた方
か た

に一
い ち

時
じ

金
き ん

を支
し

給
きゅう

しています。

　現
げん

在
ざい

、生
せい

存
ぞん

している方
かた

で、下
か

記
き

の(ア)または(イ)に該
がい

当
とう

する方
かた

が対
たい

象
しょう

となります。

　（ア）  旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほ

護
ご

法
ほう

が存
そん

在
ざい

した間
あいだ

（昭
しょう

和
わ

23年
ねん

9月
がつ

11日
にち

～平
へい

成
せい

8年
ねん

9月
がつ

25日
にち

)に、優
ゆう

生
せい

手
しゅ

術
じゅつ

を受
う

けた方
かた

(母
ぼ

体
たい

保
ほ

護
ご

のみを

理
り

由
ゆう

として手
しゅ

術
じゅつ

を受
う

けた方
かた

は対
たい

象
しょう

となりません)。

　（イ） (ア)と同
おな

じ期
き

間
かん

に生
せい

殖
しょく

を不
ふ

能
のう

にする手
しゅ

術
じゅつ

などを受
う

けた方
かた

(母
ぼ

体
たい

保
ほ

護
ご

、疾
しっ

病
ぺい

の治
ち

療
りょう

、本
ほん

人
にん

が子
こ

を有
ゆう

することを希
き

望
ぼう

しないことを理
り

由
ゆう

としている場
ば

合
あい

や、本
ほん

人
にん

が手
しゅ

術
じゅつ

を受
う

けることを希
き

望
ぼう

して行
おこな

った場
ば

合
あい

は、対
たい

象
しょう

となりません)。

検
けん

索
さく

宮
みや

城
ぎ

県
けん

旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほ

護
ご

法
ほう

一
いち

時
じ

金
きん

受
うけ

付
つけ

・相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 ／ 電
でん

話
わ

 022(211)2322（専
せん

用
よう

ダイヤル）　F
ファクシミリ

AX 022(211)2591

分
わ

からないことなど、気
き

兼
が

ねなくご相
そう

談
だん

ください。請
せい

求
きゅう

書
しょ

の様
よう

式
しき

なども郵
ゆう

送
そう

いたしますので、必
ひつ

要
よう

な方
かた

はご連
れん

絡
らく

ください。

宮
みや

城
ぎ

県
けん

の相
そ う

談
だ ん

窓
ま ど

口
ぐ ち

はこちらです

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます）
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自
動
車
税
種
別
割
の

身
体
障
害
者
等
減
免

　
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
身
体
障
害

者
等（
身
体
障
害
者
、
戦
傷
病
者
、
知
的
障

害
者
、
精
神
障
害
者
）の
う
ち
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
自

動
車
税
種
別
割
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
住
所
地
を
所
管
す
る
県
税
事

務
所（
軽
自
動
車
税
種
別
割
に
つ
い
て
は
市

町
村
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
４
月
１
日（
木
）～
５
月
31
日（
月
）　

※
申
請
に
は
、
３
月
中
の
名
義
変
更
手
続
き

な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
各
県
税
事
務
所

問
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
６

令
和
2
年
分
確
定
申
告

　
令
和
２
年
分
の
所
得
税
、
贈
与
税
お
よ
び

個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申
告
期
限
と
納
付

期
限
が
4
月
15
日（
木
）ま
で
延
長
さ
れ
ま
し

た
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
ご
自
宅
の
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
か
ら
申
告
書
な
ど
を
作
成

し
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
デ
ー
タ
送
信
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
税
と
消
費
税
の
納
税
は
、
口

座
引
落
に
よ
る
振
替
納
税
や
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
し
た
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
が
便
利
で
す
。

問
各
税
務
署

問
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
３

み
や
ぎ
食
の
安
全
安
心

消
費
者
モ
ニ
タ
ー

【
活
動
内
容
】ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
協
力
、
希
望

に
よ
り
研
修
会
、
食
品
工
場
見
学
会
な
ど
各

種
行
事
へ
の
参
加

対
県
内
在
住
の
満
18
歳
以
上
で
、
無
償
で
活

動
可
能
な
方

申
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み
、
ま
た
は

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
ま
た

は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
左
記
へ

【
申
込
書
】左
記
で
配
布
、
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
６
４
３

０
２
２（
２
１
１
）２
６
９
８

syokua@
pref.m
iyagi.lg.jp

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
県
民
ア
ン
ケ
ー
ト

　
次
期「
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
」の
施

策
に
反
映
す
る
た
め
に
、
県
民
の
皆
さ
ん
の

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
取
り
組
み
の
現
状
や
お

考
え
、
ご
意
見
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　
お
手
元
に
調
査
票
が
届
い
た
方
は
、
調
査

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
】宮
城
県
に
居
住
す
る
選
挙
人
名
簿
等

か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
満
18
歳
以
上
の
男

女
３
千
人

【
回
答
期
間
】５
月
１
日（
土
）～
31
日（
月
）

【
調
査
方
法
】ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
回
答

問
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
６
６
８

住宅用火災警報器、鳴りますか？住宅用火災警報器、鳴りますか？

全ての寝室
台所
階段の踊り場（2
階に寝室がある
場合）

●
●
●

　古くなると部品の故障や電池切れなどにより火災を感
知しなくなることがあります。設置から１０年を目安に交
換しましょう。

●問消防課
☎０２２（２１１）２３７４

　住宅用火災警報器の交換の目安は、設置から10年とされています。古くなると、
部品の故障や電池切れにより火災を感知しなくなることがあります。
　いざというときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、日頃の点検を心が
けましょう。

　１カ月に１回程度、警報器のボタンを押す、ひもを引くなどして作
動を確認します。

交換の時期は？4

点検はどうするの？3どこに取り付けるの？1

お手入れはどうするの？2

　警報器は内部にほこりが入ると誤作動を起こす場合があります。
１年に１回は掃除しましょう。掃除は、中性洗剤を浸して十分に絞った
布で警報器の表面を軽く拭き取ってください。

ボタンを
押す

ひもを
引く

ピーピー ピーピーまたは
寝室

台所居室

寝室 階段

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます） ©宮城県・旭プロダクション

アニメ むすび丸

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、内容が変更または
中止となる可能性があります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風邪のような症状がある
場合は出掛けないなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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み
や
ぎ
環
境
税
の
期
間
延
長

（
県
民
税
均
等
割
の
超
過
課
税
）

　
み
や
ぎ
環
境
税
は
、
豊
か
な
環
境
を
適
切

に
保
全
し
、
次
の
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く

た
め
に
実
施
ま
た
は
拡
充
を
図
る
環
境
施
策

に
充
当
す
る
財
源
で
あ
り
、
県
民
税
均
等
割

の
超
過
課
税
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
課
税
期
間
が
５
年
間
延
長
と
な
り
、

令
和
７
年
度
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。
引
き
続

き
、
み
や
ぎ
環
境
税
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
２
３

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の

併
給
調
整
の
見
直
し

　
令
和
３
年
３
月
分（
令
和
３
年
５
月
支
払
）

か
ら
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の
児
童

扶
養
手
当
の
算
出
方
法
が
変
わ
り
、
児
童
扶

養
手
当
の
額
が
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分

の
額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶

養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
ま
だ
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い

な
い
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
い
内
容
は

お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
各
市
区
町
村
児
童
扶
養
手
当
担
当
課

問
子
ど
も・家
庭
支
援
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
３
２

県
産
材
新
築
木
造
住
宅
へ
の
補
助

　
県
産
材
を
使
用
し
て
こ
れ
か
ら
住
宅
を
新

築
す
る
方
へ
、
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
補
助
要
件
】主
要
構
造
部
材
に
県
産
材
を

60
％
以
上
か
つ
優
良
み
や
ぎ
材
を
40
％
以
上

使
用
す
る
こ
と
な
ど（
詳
し
い
要
件
は
左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

※
東
日
本
大
震
災
や
東
日
本
台
風
で
被
災

し
、
半
壊
以
上
の
り
災
認
定
を
受
け
た
住
宅

を
再
建
す
る
場
合
は
要
件
を
一
部
緩
和
し
て

い
ま
す
。

【
補
助
金
額
】１
棟
あ
た
り
上
限
50
万
円

【
募
集
期
間
・
件
数
】３
月
12
日（
金
）ま
で
に

先
着
順
で
５
５
０
件
程
度

問
林
業
振
興
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
９
１
２

子
ど
も
の
犯
罪
被
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

　
ま
も
な
く
、
新
学
期
が
始
ま
り
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
犯
罪
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に

①
知
ら
な
い
人
に
つ
い
て「
い
か
」な
い

②
知
ら
な
い
人
の
車
に「
の
」ら
な
い

③「
お
」お
ご
え
を
出
す　
　
　
　
　
　

④「
す
」ぐ
に
逃
げ
る

⑤
大
人
に「
し
」ら
せ
る

以
上
の「
い
か
の
お
す
し
」を
守
る
よ
う
に
ご

家
族
で
お
子
さ
ん
と
約
束
し
ま
し
ょ
う
。　

　
ま
た
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
、
引
き
続
き
子

ど
も
た
ち
の
見
守
り
活
動
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
警
察
本
部
県
民
安
全
対
策
課

☎
０
２
２（
２
２
１
）７
１
７
１

　
（
代
表
） 

宮
城
県
警
察
官
採
用
試
験

【
職
種
】①
警
察
官
Ａ（
大
卒
・
大
卒
見
込
み
、

年
２
回
実
施
）男
性
一
般・女
性
一
般
、
②
警

察
官
Ｂ（
大
卒
以
外
）男
性・女
性

【
試
験
日
】①（
第
１
回
）５
月
９
日（
日
）、

①（
第
２
回
）お
よ
び
②
９
月
中
旬
～
下
旬

【
申
込
期
間
】①（
第
１
回
）３
月
18
日（
木
）

～
４
月
16
日（
金
）、
①（
第
２
回
）お
よ
び
②

７
月
21
日（
水
）～
８
月
20
日（
金
）

【
申
込
方
法
】電
子
申
請
ま
た
は
郵
送

※
そ
の
他
の
職
種
は
３
月
初
旬
に
発
表
予

定
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
警
察
本
部
警
務
課

☎
０
１
２
０（
２
０
４
）６
０
６

ひ
と
り
親
家
庭
等
弁
護
士
相
談

　
養
育
費
、
財
産
分
与
な
ど
の
問
題
に
つ
い

て
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

日
・
所
①
３
月
18
日（
木
）・
宮
城
県
母
子
・
父

子
福
祉
セ
ン
タ
ー
②
３
月
17
日（
水
）・
気
仙

沼
保
健
福
祉
事
務
所

問
①
宮
城
県
母
子・父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２（
２
９
５
）０
０
１
３

問
②
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

☎
０
２
２
６（
２
１
）１
３
５
６

女
性
の
た
め
の
面
接
相
談

　
Ｄ
Ｖ
や
離
婚
、
セ
ク
ハ
ラ
、
子
育
て
な
ど

で
悩
む
女
性
の
た
め
の
面
接
相
談
を
実
施
し

ま
す
。女
性
の
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
の
で
、

一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い（
匿
名
で
の
参
加
可
）。

日
・
所
①
３
月
15
日（
月
）・
と
み
や
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー「
と
み
こ
こ
」②
３
月
17
日

（
水
）・県
登
米
合
同
庁
舎

い
ず
れ
も
午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時

費
無
料

申
前
日
ま
で
に
左
記
へ

問
①
富
谷
市
子
育
て
支
援
課

☎
０
２
２（
３
５
８
）０
５
１
６

問
②
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

☎
０
２
２
０（
２
２
）６
１
１
８

高
齢
者
の
権
利
擁
護
相
談

　
高
齢
者
に
対
す
る
暴
力
や
暴
言
、
金
銭
の

使
い
込
み
な
ど
は
、
高
齢
者
虐
待
と
呼
ば
れ

る
重
大
な
権
利
侵
害
で
す
。「
最
近
、
暴
力

を
振
る
わ
れ
た
」「
自
分
の
預
金
通
帳
を
使
わ

せ
て
も
ら
え
な
い
」な
ど
、
権
利
擁
護
に
関

し
て
の
お
悩
み
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い（
相
談
無
料
、
秘
密
は
厳
守
）。

【
相
談
】宮
城
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
ネ
ッ
ト「
エ
ー

ル
」☎
０
２
２（
７
２
２
）７
２
２
５

【
受
付
時
間
】月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
を
除

く
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

問
長
寿
社
会
政
策
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
３
６

 

相
談

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます）

 

試
験
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夜
間
や
休
日
の
お
と
な
救
急
電
話

相
談
は「
♯
７
１
１
９
」へ

　
夜
間
や
休
日
の
急
な
病
気
や
け
が
で
、
す

ぐ
に
病
院
へ
行
っ
た
方
が
良
い
の
か
迷
う
と

き
や
、
応
急
処
置
方
法
が
知
り
た
い
と
き
の

相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
ほ
か
、
受

診
の
必
要
性
や
医
療
機
関
を
案
内
し
ま
す
。

対
お
お
む
ね
満
15
歳
以
上
の
県
内
在
住
の
方

【
相
談
】☎
♯
７
１
１
９

プ
ッ
シ
ュ
回
線
以
外
･
P
H
S

☎
０
２
２（
７
０
６
）７
１
１
９

【
受
付
時
間
】①
月
曜
日
～
金
曜
日
：
午
後
７

時
～
翌
午
前
８
時
、
②
土
曜
日
：
午
後
２
時

～
翌
午
前
８
時
、
③
日
曜
日
･
祝
日
：
午
前

８
時
～
翌
午
前
８
時（
24
時
間
）

問
医
療
政
策
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
６
２
２

労
働
相
談
窓
口

　
賃
金
や
勤
務
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
、
解

雇
、
退
職
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
問
題
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
内
容
に
よ
り
、
他
の
適
切
な
機
関
の
情
報

な
ど
を
提
供
し
ま
す
。

【
相
談
】

県
労
働
相
談
窓
口（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
２
２（
２
１
４
）１
４
５
０

【
受
付
時
間
】月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
を
除

く
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

問
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
７
８
７

み
や
ぎ
夜
間・休
日
Ｄ
Ｖ
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
・
恋
人
と
の
関
係

に
悩
ん
で
い
る
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
応

じ
る
電
話
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

【
相
談
】

み
や
ぎ
夜
間・休
日
Ｄ
Ｖ
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

☎
０
２
２（
７
２
５
）３
６
６
０

【
受
付
時
間
】①
毎
週
木
・
土
曜
日
午
後
５
時

30
分
～
９
時
、
②
毎
週
日
曜
日
午
後
１
時
～

５
時（
い
ず
れ
も
祝
日
を
除
く
）

問
子
ど
も・家
庭
支
援
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
６
３
３

障
害
者
芸
術
文
化
活
動
を

支
援
し
ま
す

　
芸
術
文
化
を
志
す
障
害
の
あ
る
方
を
支
援

す
る
た
め
、
ご
本
人
や
ご
家
族
、
支
援
者
を

対
象
と
し
た
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　
造
形
活
動
や
音
楽
、
ダ
ン
ス
の
活
動
に
参

加
し
た
い
、
作
品
を
発
表
し
た
い
、
障
害
の

あ
る
方
の
芸
術
文
化
活
動
を
支
援
し
た
い
な

ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
】Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｐ（
ス
ウ
プ
）（
障
害
者
芸
術

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
＠
宮
城
）

☎
０
７
０（
５
３
２
８
）４
２
０
８

０
２
２（
７
７
４
）１
５
７
６　

soup@
ableart.org

問
障
害
福
祉
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
４
１

若
年
性
認
知
症
相
談
窓
口

　

若
年
性
認
知
症
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

認
知
症
は
、
65
歳
未
満
の
働
き
盛
り
世
代
で

も
発
症
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
最
近
、

も
の
忘
れ
が
原
因
で
仕
事
の
ミ
ス
が
増
え
て

い
る
」「
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
が
、
子
供
が

小
さ
く
家
の
ロ
ー
ン
も
あ
り
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
分
か
ら
な
い
」な
ど
、
若
年
性
認
知

症
に
関
す
る
お
悩
み
を
抱
え
る
方
の
た
め

に
、
専
門
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
相
談
無
料
、

秘
密
は
厳
守
）。

【
相
談
】い
ず
み
の
杜
診
療
所
Ｒ
Ｂ
Ａ
相
談
室

☎
０
２
２（
３
４
６
）７
０
６
８

【
受
付
時
間
】月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
を
除

く
）午
前
９
時
～
午
後
４
時

問
長
寿
社
会
政
策
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
５
２

宮
城
も
の
忘
れ
電
話
相
談

　
あ
な
た
は
今
、
認
知
症
に
つ
い
て
一
人
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
認
知
症
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
病
気
に
よ
り
、
理
解・判
断・記
憶
な
ど

の
脳
の
働
き
が
持
続
的
に
低
下
し
て
い
る
症

状
で
す
。「
最
近
、
探
し
物
が
多
く
な
っ
た
」

「
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
た
」な
ど
の
心
配
事
に
つ

い
て
、
介
護
経
験
者
が
お
話
を
伺
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
相
談
無

料
、
秘
密
は
厳
守
）。

【
相
談
】認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
宮
城
県
支

部
☎
０
２
２（
２
６
３
）５
０
９
１

【
受
付
時
間
】月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
を
除

く
）午
前
９
時
～
午
後
４
時

問
長
寿
社
会
政
策
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
５
２

不
動
産
の
無
料
相
談
会

　
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。土
地
の
価
格
を
知
り
た
い
な
ど
、

不
動
産
に
関
す
る
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。

日
・
所
①
４
月
14
日（
水
）・
仙
台
市
役
所
、

②
４
月
28
日（
水
）・
県
庁
。
い
ず
れ
も
午
前

10
時
～
正
午
お
よ
び
午
後
１
時
～
３
時

申
要
予
約

【
申
込
先
】宮
城
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
０
２
２（
２
６
５
）７
６
４
１

問
地
域
復
興
支
援
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
４
４
１

音
訳・編
集
奉
仕
員

養
成
講
座
受
講
者

　
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
、
録
音

図
書
を
製
作
す
る
音
訳
・
編
集
の
奉
仕
員
養

成
講
座
を
開
講
し
ま
す
。

人

①
音
訳
12
人
、
②
編
集
３
人（
Ｐ
Ｃ
を
お

持
ち
の
方
。
①
は
選
考
、
②
は
抽
選
）

日
①
６
月
～
令
和
４
年
３
月
の
指
定
木
曜
日

（
全
30
回
）、
②
６
月
～
７
月
の
指
定
日
全
７

回所
宮
城
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

費
・
申
無
料
・
５
月
17
日（
月
）ま
で
に
は
が
き

（
消
印
有
効
）に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号・希
望
講
座
を
記
入
し
左
記
へ

問
宮
城
県
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
６
―５
―１

☎
０
２
２（
２
３
４
）４
０
４
７

©宮城県・旭プロダクション
アニメ むすび丸

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、内容が変更または
中止となる可能性があります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風邪のような症状がある
場合は出掛けないなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

短
期
課
程
訓
練
生

【
科
名
】オ
フ
ィ
ス
実
務
科

【
内
容
】ビ
ジ
ネ
ス
に
必
要
な
パ
ソ
コ
ン
操

作
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
フ
ト（
W
o
r
d
・

E
x
c
e
l
）の
操
作
技
能
の
習
得

対
・
人
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者・10
人

【
訓
練
期
間
】6
月
8
日（
火
）
～
10
月
15
日

（
金
）

【
選
考
日
】5
月
19
日（
水
）

申
3
月
1
日（
月
）か
ら
4
月
28
日（
水
）ま
で

に
所
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

問
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
０
２
２（
２
３
３
）３
１
２
４

０
２
２（
２
３
３
）３
１
２
５　

県
営
住
宅
へ
の
入
居

【
募
集
住
宅
】募
集
案
内
の
中
で
公
表

【
募
集
案
内
】３
月
１
日（
月
）か
ら
３
月
12
日

（
金
）ま
で
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
、
県
内
各

市
役
所（
区
役
所
）、
各
町
村
役
場
、
仙
台
市

の
各
証
明
発
行
セ
ン
タ
ー
、各
県
合
同
庁
舎
、

各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
で
配
布

申
募
集
案
内
に
同
封
の
申
込
用
紙
へ
必
要
事

項
を
記
入
し
、
３
月
１
日（
月
）か
ら
12
日

（
金
）（
消
印
有
効
）ま
で
に
郵
送
に
よ
り
左
記

公
社
へ

問
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

〒
９
８
０
―０
０
１
１

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
１
―20

☎
０
２
２（
２
２
４
）０
０
１
４

問
住
宅
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
２
５
２

宮
城
県
美
田
園
高
等
学
校

入
学
生・聴
講
生

　
令
和
３
年
度
の
１
期
入
学
生
お
よ
び
社
会

人
対
象
の
聴
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

【
出
願
・
申
込
期
間
】３
月
11
日（
木
）～
19
日

（
金
）※
12
日（
金
）・
13
日（
土
）を
除
く
。
最

終
日
は
午
前
11
時（
必
着
）ま
で

【
願
書・申
込
書
類
】左
記
高
等
学
校
で
配
布

出
願
方
法
な
ど
詳
し
く
は
左
記
高
等
学
校
へ

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ぺ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
宮
城
県
美
田
園
高
等
学
校

☎
０
２
２（
７
８
４
）３
５
７
２

問
高
校
教
育
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
６
２
４

宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員

【
内
容
】県
内
の
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
し
て

調
査・審
議
を
行
う
審
議
会
の
委
員

対
次
の
４
つ
の
条
件
を
満
た
す
方

①
県
内
在
住
で
令
和
３
年
８
月
10
日
現
在
満

20
歳
以
上
の
方
、
②
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に

つ
い
て
幅
広
い
識
見
と
関
心
を
有
す
る
方
、

③
年
２
回
程
度
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方
、

④
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
な
い

方人
１
人

【
任
期
】８
月
10
日（
火
）
～
令
和
５
年
８
月

９
日（
水
）

【
募
集
期
間
】３
月
１
日（
月
）～
26
日（
金
）

問
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
６
６
８

失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通
支
援
者

養
成
講
座

　
失
語
症
者
の
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
を
支
援
す
る
、
失
語
症
者
向
け
意
思
疎

通
支
援
者
を
養
成
し
ま
す
。

対
県
内
在
住
の
満
18
歳
以
上
の
方

人
15
人
程
度

日
７
月
４
日
か
ら
12
月
ま
で
の
指
定
日
曜
日

全
７
日
間
程
度（
40
時
間
）

所
仙
台
市
宮
城
野
区
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
他

費
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
実
費
）

申

５
月
20
日（
木
）（
必
着
）ま
で
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
ま
た
は

申
込
書
を
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
り
左
記
へ

問
宮
城
県
言
語
聴
覚
士
会

shitsugo_m
iyagi@
yahoo.co.jp

問
障
害
福
祉
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
５
４
１

県
立
特
別
支
援
学
校
看
護
職
員

【
職
種
】会
計
年
度
任
用
職
員

【
業
務
内
容
】医
療
的
ケ
ア
実
施
校
で
の
児
童

生
徒
に
対
す
る
医
療
的
ケ
ア
の
実
施
な
ど

対
看
護
師
免
許
ま
た
は
准
看
護
師
免
許
を
有

す
る
方
で
、
病
院
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
で
の
勤
務
経
験
が
あ
る
こ
と

【
任
用
期
間
】４
月
１
日（
木
）
～
令
和
４
年

３
月
31
日（
木
）

申
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
特
別
支
援
教
育
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
４
３
２

み
や
ぎ
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス

　
県
内
で
就
職
を
目
指
す
大
学
生
な
ど
を
対

象
と
し
た
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス（
県
内
企
業
の

合
同
企
業
説
明
会
）を
開
催
し
ま
す
。

対
令
和
４
年
３
月
に
大
学
院
・
大
学
・
短
期
大

学
・
高
等
専
門
学
校
な
ど
を
卒
業
予
定
の
方

（
卒
業
後
３
年
以
内
の
方
も
含
む
）

日
３
月
３
日（
水
）午
後
１
時
～
４
時

所
仙
台
国
際
セ
ン
タ
ー
展
示
棟

申
不
要

問
雇
用
対
策
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
７
７
２

宮
城
の
発
掘
調
査
パ
ネ
ル
展

　
令
和
２
年
度
に
復
興
事
業
な
ど
に
伴
っ
て

行
わ
れ
た
遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果
を
紹
介
し

ま
す
。

【
紹
介
す
る
遺
跡
】縄
文
時
代
の
大
久
保
貝
塚

（
南
三
陸
町
）、
奈
良
・
平
安
時
代
の
彦
右
エ

門
橋
窯
跡（
大
衡
村
）、
戸
花
山
遺
跡（
山
元

町
）、
近
世
の
石
森
城
跡（
石
巻
市
）、
仙
台

城
跡（
仙
台
市
）な
ど
計
12
遺
跡

日
３
月
22
日（
月
）～
４
月
２
日（
金
）

所
県
庁
１
階（
ロ
ビ
ー
壁
面
）

問
文
化
財
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）３
６
８
４

 

催
し

日時、期間
場所、会場
申し込み

対象
定員、募集人数
費用、料金

問い合わせ
Eメールアドレス
ホームページに詳細あり

日

所

申

対

人

費

問
凡 

例

※日程や申込方法など、各記事のより詳しい内容は、　にお問い合わせください。問

印のある問い合わせ先の所在地は、
宮城県庁　〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1です。
（郵送の際は、問い合わせ先（送付先）の担当課名を記載ください）
（住所は、郵便番号の記載のみでも届きます）
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宮城県議会情報・復興活動記録はこちらから

ホームページ

インターネット中継・録画中継

あ
の
日
か
ら
十
年
。

「
震
災
」を
未
来
へ
語
り
継
ぐ
。

本会議の情報や県議会の活動等を掲載しています。
また、本会議等の会議録の検索・閲覧ができます。

活動の様子を文字だけではなく、写真などを多く取り
入れ見やすく分かりやすいウェブ版を配信しています。
（定例会1カ月後位の配信）

本会議等の様子はパソコン・スマートフォン・タブレットでライブ
中継、録画映像をご覧頂けます。(録画映像は1週間後位の配信)

議
長
車
で
気
仙
沼
に
向
か
っ
た
が

県
庁
を
出
て
す
ぐ
渋
滞
に
遭
っ
て

動
き
が
と
れ
な
く
な
り
、す
ぐ
引

き
返
し
た
。車
内
の
テ
レ
ビ
で
は

し
き
り
に
大
津
波
警
報
の
発
令
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
。情
報
を
探
る

た
め
県
庁
４
階
の
災
害
対
策
本

部
に
行
っ
た
。到
着
し
て
数
分
後
、

テ
レ
ビ
の
大
画
面
に
は
気
仙
沼
港

の
魚
市
場
の
向
か
い
側
、蜂
ヶ
崎

を
白
煙
を
上
げ
る
よ
う
な
大
波
が

乗
り
越
え
る
様
子
が
映
し
出
さ
れ

た
。ま
さ
か
、こ
ん
な
こ
と
が
、と

一
瞬
息
が
止
ま
っ
た
。津
波
だ
。

そ
れ
も
、と
て
つ
も
な
い
巨
大
な
も

の
だ
。

知
事
の
自
衛
隊
の
出
動
要
請
の
指

示
を
背
に
部
屋
を
飛
び
出
し
た
。

「
宮
城
県
議
会
震
災
記
録
誌

『
あ
の
日
か
ら
』よ
り
」

●問議会事務局政務調査課　☎０２２（２１１）３５９２

ウェブ版みやぎ県議会だより

検索宮城県議会

広 告 枠
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